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研究開発型大学等発ベンチャー調査 2016 
 

概要  
1. 調査の狙い 

第 5 期科学技術基本計画において、『スピード感を持ち、機動的又は試行的に社会実装に取り

組むポテンシャルを有するベンチャー企業の創出・育成』の重要性が言及されており、現在、我が

国においては、新規事業の創出に挑戦する研究開発型ベンチャーの設立、及び育成促進による

経済成長の加速への期待が高まっている【1】。 
また、第 5 期科学技術基本計画の策定過程における議論の中では、今後の研究開発型ベンチ

ャーの新規事業はサイエンス性が非常に高いことから、研究開発型ベンチャーは大学等（大学、

公的研究機関）のシーズを起点としたもの（本報告書においては「研究開発型大学等発ベンチャ

ー」と言う。）が主であると考えられ、その全体像を把握する必要があるとされている【2】。高いサイ

エンス性を伴う事業は、バイオテクノロジー分野を例に、そのビジネスの不確実性【3】や公的支援

の必要性【4】が言及されていることから、その全体像を把握することで、必要な施策立案に資する

ためと考えられる。 
この大学等発ベンチャーについて、新規設立数は近年伸び悩んでいる【5】一方、マザーズ上場

による時価総額の上位に大学等発ベンチャーが複数占められており【6】、一部の大学等発ベンチ

ャーについては近年大きく成長を遂げているなど、大学等発ベンチャーの設立数の推移と成長性

についての連動性は観測されていない。この要因の一つとして、現在の大学等発ベンチャーの設

立数の集計は、イノベーションの担い手としての活躍が期待される大学等発ベンチャー以外の、研

究開発を伴わない大学等発ベンチャーが含まれていることに起因すると考える。 
これらを踏まえ、既存の報告により、設立からの年数が経過している大学等発ベンチャーでは、

自社で研究開発も特許出願も経験している割合が高い【7】ことに加え、研究開発を行っている企

業は少なくとも設立後に特許出願を行うであろうと推定できることから、本研究においては、研究

開発型大学等発ベンチャーを、『ベンチャー設立後特許出願を行っている大学等発ベンチャー』と

狭義に定義し、その抽出を行うとともに、今後、出口に向けた動きの実態の継続的な把握、及び

関係機関との連携を踏まえた成長要因の分析を行うに当たっての試行的分析を行う。 
その際、アメリカでの大学等発ベンチャーの定義との関係については、広く分析に活用されてい

る AUTM（Association of University Technology Managers）の定義である技術移転機関（TLO）等

により大学からライセンスを受けて設立された企業というものと、本研究におけるベンチャー設立

後特許出願を行っている大学等発ベンチャーという定義でも完全一致はしない。ただし、今回集計

した設立後に特許出願を行っている大学等発ベンチャー（権利譲渡のより事後的に権利取得した

場合を含む）と、アメリカの大学のライセンスを受けて設立された企業とは、大学等の知的資産を

実用化するために設立された企業という点で類似性が高いと考えられ、既存の広い日本の定義に

比べて、日米の大学等発ベンチャー比較を行う上での定義差を狭めるものと考える。 
以上の点を踏まえ、本調査においては、①日米の大学等発ベンチャー比較分析の可能性をも

有する研究開発型大学等発ベンチャーの抽出（第 2 章）、②出口に向けた動きの実態の継続的な

把握、及び関係機関との連携を踏まえた成長要因の分析を行うに当たっての試行的分析（第 3
章）、③継続的更新が可能な大学等発ベンチャーデータベースの構築（第 4 章）、の 3 点を目的と

する。 



ii 
 

2. 日米の大学等発ベンチャー比較分析の可能性をも有する研究開発型大学等発ベンチャーの

抽出（第 2 章） 
2.1. 既存の大学等発ベンチャーリストの作成  

現在、国内の大学等発ベンチャーの定義は概要表 1 に示すように組織によって定義が厳密に

は異なること、各組織が把握した時点が異なること、各組織が把握に際して利用できる情報や収

集方法が異なることからリスト間の重複数に差がある。各 4 組織のリストを活用することで幅広い

大学等発ベンチャーを捕捉し、研究開発型大学等発ベンチャーが含まれる可能性が高い母集団

として既存の大学等発ベンチャーリストを作成した。 
具体的には、リスト作成時点（2015 年 9 月）において国内大学等発ベンチャー調査を公表してい

る文部科学省／科学技術・学術政策研究所（1,776 社）、経済産業省（1,749 社）、帝国データバン

ク社（586 社）、ジャパンベンチャーリサーチ社（458 社）が把握している大学等発ベンチャーを集計

し、重複を排除した結果 2,865 社の企業が得られた。 
概要表 1 各組織の大学等発ベンチャーの定義  

 
＊各大学等がそれぞれの基準で認定している大学等発ベンチャーとは必ずしも一致しない点に留意が必要  

  
2.2. 研究開発型大学等発ベンチャー、及び当該ベンチャー特許出願リストの作成  

既存の報告により、設立からの年数が経過している大学等発ベンチャーでは、自社で研究開発

も特許出願も経験している割合が高いことに加え、研究開発を行っている企業は少なくとも設立後

に特許出願を行うであろうと推定できることから、下記 2 つの方法により研究開発型大学等発ベン

チャーを抽出した結果、947 社の企業を特定した（概要図 1）。 
①「2.1. 既存の大学等発ベンチャーリストの作成」で得られた大学等発ベンチャー2,865 社から、

HP で存続が確認できる 2000 年 1 月以降設立企業であり、かつ、特許出願を実施した企業

を 531 社抽出。 
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②特許出願を行っている企業数は膨大になる為、大学等との共同特許出願を行っている 2000
年 1 月以降設立企業（大学等との共同特許出願を指標とすることで最低限の大学等との関

与を担保している）であり、かつ、概要表 1 のいずれかの組織の大学等発ベンチャーの定義

に合致し、存続している企業を企業 HP も確認して 416 社抽出（①の 2,865 社以外）。 
概要図 1 研究開発型大学等発ベンチャーの抽出方法  

 
 
2.3. 研究開発型大学等発ベンチャーの設立推移  

調査時に存続している研究開発型大学等発ベンチャー947 社を企業の設立年度ごとに集計し

て推移を見ると、既存の大学等発ベンチャーで観測される、大学発ベンチャー1,000 社計画（2001
年発表、2002 年度～2004 年度までの 3 年間に 1,000 社設立する計画）のピーク時期に、同様に

研究開発型大学等発ベンチャーにもピークがある。また、2000 年台後半の急激に大学等発ベンチ

ャーの設立数が減った時期においては、それと比べれば研究開発型大学等発ベンチャー設立数

は保たれていた（概要図 2）。なお、大学等発ベンチャーの設立推移は各年度の新規設立企業を

対象としており、その後倒産等にて存続しなくなった企業も含んでいる（研究開発型大学等発ベン

チャーは存続のみ対象）。現在認識されている大学等発ベンチャーの設立推移を参考として表記

しており、厳密な両者の比較はできない点に留意が必要となる。 
概要図 2 研究開発型大学等発ベンチャーの設立推移  
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3. 出口に向けた動きの実体の継続的な把握、及び関係機関との連携を踏まえた成長要因の分

析を行うに当たっての試行的分析（第 3 章） 
3.1. 大学等発ベンチャー（研究開発型+その他）の母体大学等ごとの設立数  

研究開発型大学等発ベンチャーとその他の大学等発ベンチャーを母体大学等ごとに集計し、研

究開発型大学等発ベンチャーの設立数の多い順に並べると、両者の順位は 1 位を除き上位でも

変動が見られる。研究開発型大学等発ベンチャーの創出環境は、既存の大学等発ベンチャー創

出環境とは若干異なる傾向を示している（概要図 3）。 これらの結果より、少なくとも事業化におい

て特許権化を必須とする新規技術を開発するような大学等発ベンチャーの設立増加に資する施

策立案、成長の成功要因、及び出口戦略を解析する上で、研究開発型大学等発ベンチャーとそ

の他の大学等発ベンチャーの分離解析の必要性が明らかになった。 
 

概要図 3 大学等発ベンチャーの母体大学等ごとの設立数  
（研究開発型大学等発ベンチャー設立数上位 50 大学） 

 
 
 
 
3.2. 研究開発型大学等発ベンチャーに関与する大学等所属研究者の特定 

研究開発型大学等発ベンチャーの全特許出願より発明者情報を抽出し、母体大学等の情報、

特許出願の技術情報を踏まえて、科学研究費助成事業研究者データベースと照合し、2,153 人の

大学等所属かつ科学研究費助成事業を取得したことのある研究者を特定した。さらに、

researchmap、バイオインパクト社の「日本の研究.com」の研究者データベースとの照合により、科

学研究費助成事業研究者データベース外の大学等所属研究者を 536 人特定し、合計 2,689 人の

大学等所属研究者を特定し、この集合を研究開発型大学等発ベンチャーに関与する大学等所属

研究者の分析対象とした。 
ただし、この大学等所属研究者の抽出に当たって、大学等所属研究者を網羅するデータベース

は調査時点で存在しないため、全大学等所属研究者を網羅できていない点に留意が必要となる。 
なお、特定した大学等所属研究者が発明者として含まれる特許出願を行っている企業を集計
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究者を特定することができた。3 割弱が含まれていない理由としては、上記研究者の網羅性以外

に、既存の大学等発ベンチャーリストにおいて、その定義上、大学等の研究者が関与しない大学

等発ベンチャーが存在しうる。そのうち、設立後に大学等との関連なく特許出願を行っている企業

が含まれる可能性があるためと考える。なお、研究者の網羅性については第 4 章において、

J-GLOBAL【8】を用いた検証を行っている。 
 

3.3. 研究開発型大学等発ベンチャーの特許出願  
研究開発型大学等発ベンチャーの特許出願（国内特許出願、PCT 国際出願）を出願数の多い

順に並べると、特定企業の特許出願数が多く、上位 20 社で全体の 19.8%、上位 100 社で全体の

50.2%を占めている（概要図 4）。一方、上場企業は特許出願数の多少に関わらず観測されたこと

から、少なくとも上場という一つの成長指標においては特許出願数のみでの評価は困難であるこ

とが示唆された。ただし、この点は、資本金増加、従業員増加、資金調達、M＆A、他者との提携

など、企業の成長に関連する因子との相関性の分析を補完していく必要がある。 
 

概要図 4 研究開発型大学等発ベンチャーの特許出願数（特許出願数順） 

 

＊上場（廃止含む）企業は緑線  
 
特に他者との連携においては、研究開発型大学等発ベンチャーの特許出願の形態として、約

半数は単独特許出願であり、独自の自社研究開発傾向を示した（概要図 5）。残りの 3 割強が他

企業との共同特許出願、約 2 割が大学等との共同特許出願であり、他者との共同特許出願は、

外部提携に伴う結果であるため、企業ごとの単独、共同特許出願の相手先や構成比の分析が他

者提携の程度の一つの指標となりうると考える。 
また、研究開発型大学等発ベンチャー全体の特許出願傾向としては、医薬・バイオ・医療分野

（25%）、電気工学分野（24%）、化学・繊維分野（22%）、光学、計測・制御（一般）分野（17%）の順

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901

0

1

2

3

4

5

6

533 583 633 683 733 783 833 883 933

上位 20 社で 
全体の 19.8% 

上位 100 社で 
全体の 50.2% 

企業順位（出願数順） 

出願数  



vi 
 

電気工学

3,560 

24%

光学、計

測・制御

（一般）

2,633 

17%

医薬・バイ

オ・医療

3,686 

25%

化学・繊維

3,238 

22%

機械・運輸

1,399 

9%

その他

427 

3%

で特許出願数が多い（概要図 6）。ただし、2013 年に国際出願された特許出願における分野別の

特許出願数では、医薬・バイオ・医療分野の特許出願数は他分野に比べて少ないことと比較する

と、研究開発型大学等発ベンチャーにおいては医薬・バイオ・医療分野での特許出願が多くを占

めていると言える。なお、研究開発型大学等発ベンチャーの特許出願数（概要図 4）で示したように、

特定企業の特許出願が多く、上位特許出願企業の影響を強く受けている点に留意が必要とな

る。 
 
概要図 5 研究開発型大学等発ベンチャー 

の特許出願形態  

  
 
3.4. 研究開発型大学等発ベンチャーの成長市場別分類  

研究開発型大学等発ベンチャーごとに、全特許出願の明細書情報をもとにした成長市場（アス

タミューゼ社が定義する 180 分類）への分類を行うと、医療系、ICT 系での市場に属する研究開発

型大学等発ベンチャーが観測された（概要図 7）。また、これらはサイエンス型産業と呼ばれる医薬

品産業、IT 産業、半導体産業に該当し、大学の先端研究が大学等発ベンチャーを介して産業界

で活用されている状況を示している。 
 
3.5. 研究開発型大学等発ベンチャーに関与する大学等所属研究者の発明の被引用  

大学等発ベンチャーに関与する大学等所属研究者が発明者として含まれる特許出願について、

発明者ごとに特許出願数（発明者として含まれるもの）と被引用数（2015 年 12 月時点）でプロット

すると、出願数、または被引用数の多い、研究開発型大学等発ベンチャー創出、育成に積極的に

関与する研究者群が存在することが明らかになった（概要図 8）。 
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概要図 6 研究開発型大学等発ベンチャー 
全体の特許出願分野  



 
 

概要図 7 研究開発型大学等発ベンチャーの成長市場別分類  

 

 
 
 
 
 

66

17

4
8

18
10

1

11

32

2 5 5 3

24

93

3

98

127

31

52

106

13
8

28
22

41 39

26

42

8

23

1313

3

13
8

1
5 3 1

9 9
2 0 3 1

7
3 5

23
1413

7 8

21
14

79

45

1416

5

23

8
2

22

10
16

2

22

1 2
11

1

40

1411
7

15

0

14

4
0

37

11
2020

48

19
12

4 5
11

18

38

22

74

121110
3

9

0

20

40

60

80

100

120

140

太
陽
光
発
電
・太
陽
電
池
・人
工
光
合
成

風
力
発
電

太
陽
熱
発
電

地
熱
発
電

バ
イ
オ
マ
ス
発
電

海
洋
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

シ
ェ
ー
ル
ガ
ス

藻
類
バ
イ
オ
燃
料

二
次
電
池
・キ
ャ
パ
シ
タ

ワ
イ
ヤ
レ
ス
給
電

エ
ナ
ジ
ー
ハ
ー
ベ
ス
テ
ィ
ン
グ
・環
境
発
電

エ
ネ
ル
ギ
ー
監
理
シ
ス
テ
ム(HEM

S

・BEM
S

・FEM
S

・CEM
S

）

ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド

画
像
診
断
・生
体
イ
メ
ー
ジ
ン
グ

再
生
医
療
・細
胞
治
療
・発
生
工
学

不
妊
治
療
・体
外
授
精
・生
殖
工
学

ゲ
ノ
ム
医
療
・核
酸
・遺
伝
子
治
療
（DN

A

ワ
ク
チ
ン, RN

Ai, m
iRN

A

等
）

が
ん
医
療

個
別
化
医
療
・ポ
イ
ン
ト
オ
ブ
ケ
ア
・
診
断
薬

中
枢
神
経
変
性
疾
患
の
克
服

心
臓
循
環
器
系
の
医
学
薬
学

細
胞
培
養
・バ
イ
オ
リ
ア
ク
タ
・CPC(Cell Processing Center)

遠
隔
医
療

先
進
医
療
機
器

五
感
・感
覚
器
官
の
健
康
と
医
療

DDS

創
薬
・分
子
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ

ワ
ク
チ
ン
と
自
然
免
疫
制
御

ロ
コ
モ
ー
テ
ィ
ブ
症
候
群
・関
節
疾
患

バ
イ
オ
マ
ー
カ

手
術
ロ
ボ
ッ
ト
・手
術
支
援
シ
ス
テ
ム

イ
ン
プ
ラ
ン
ト
（人
工
心
臓
・人
工
関
節
・埋
込
チ
ッ
プ
等
）

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
義
肢
・サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ボ
デ
ィ

進
化
分
子
工
学
・コ
ン
ビ
ナ
ト
リ
ア
ル
バ
イ
オ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

高
度
運
転
支
援
・自
動
運
転

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
・電
気
自
動
車

低
燃
費
車

ITS

ス
ポ
ッ
ト
と
モ
バ
イ
ル
通
信
の
協
調

報
知
・信
号
情
報

大
規
模
災
害
時
の
広
域
輸
送
網

交
通
渋
滞
へ
の
挑
戦
：高
速
道
路
サ
グ
部
の
交
通
円
滑
化

テ
レ
マ
テ
ィ
ク
ス

ロ
ケ
ッ
ト
・宇
宙
航
行
シ
ス
テ
ム

有
人
宇
宙
探
査
・ス
ペ
ー
ス
コ
ロ
ニ
ー
・ス
ペ
ー
ス
ラ
ボ

ス
ペ
ー
ス
コ
マ
ー
ス
（宇
宙
の
商
用
利
用
）

ス
ペ
ー
ス
デ
ブ
リ
除
去
・宇
宙
環
境
問
題

地
球
圏
外
資
源
開
発

気
象
予
測
・潮
流
潮
位
予
測

ロ
ボ
ッ
ト
飛
翔
体
・ド
ロ
ー
ン

小
型
中
型
旅
客
機

放
射
能
除
染

マ
イ
ク
ロ
バ
ブ
ル
・ナ
ノ
バ
ブ
ル
・フ
ァ
イ
ン
バ
ブ
ル

超
臨
界
流
体
・超
臨
界
抽
出

CCS(CO
2

の
分
離
・回
収
、
地
下
・海
底
貯
留
）

レ
ア
メ
タ
ル
・レ
ア
ア
ー
ス

単
一
分
子
計
測
・極
微
量
分
析
・次
世
代
シ
ー
ケ
ン
サ

加
工
食
品

機
能
性
食
品

ス
マ
ー
ト
ア
グ
リ

イ
ン
フ
ラ
監
視
シ
ス
テ
ム

ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ

ゼ
ロ
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ル(ZEB)

ス
マ
ー
ト
ハ
ウ
ス

中
・大
規
模
木
造
建
築

BIM

＆CIM

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ

ラ
イ
フ
ロ
グ

ア
ド
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

ソ
ー
シ
ャ
ル
テ
レ
ビ

コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
・コ
ン
テ
ン
ツ
配
信

市
場
予
測
・未
来
予
測

ワ
イ
ヤ
レ
ス
給
電
（家
電
）

ユ
ビ
キ
タ
ス
機
器
（ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
）

ス
マ
ホ
連
携
カ
ー
ナ
ビ

M
EM

S

・
マ
イ
ク
ロ
マ
シ
ン
・組
込
シ
ス
テ
ム

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー

電
磁
波
ト
ラ
ブ
ル(EM

I

・EM
S

・EM
C

）

無
線
通
信
イ
ン
フ
ラ

W
iFi

・PAN

・BAN
BAN

(Body Area N
etw

ork)

・
人
体
通
信

近
距
離
無
線
通
信(N

FC)

ス
ト
レ
ー
ジ
シ
ス
テ
ム

量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・量
子
通
信

ナ
ノ
光
学
・プ
ラ
ズ
モ
ニ
ク
ス
・近
接
場
光
・エ
バ
ネ
ッ
セ
ン
ト
波

テ
ラ
ヘ
ル
ツ
波

個
人
識
別
・生
体
認
証

仮
想
現
実(AR

・VR

・SR

・M
R

）
・3D

投
影

五
感
の
応
用
・人
工
感
覚
（ハ
プ
テ
ィ
ッ
ク
・人
工
網
膜
・味
覚
セ
ン
サ
等
）

脳
波
応
用
機
器

介
護
ロ
ボ
ッ
ト
・生
活
支
援
ロ
ボ
ッ
ト

バ
イ
オ
ミ
メ
テ
ィ
ク
ス
（生
物
模
倣
）

ス
マ
ホ
・デ
ィ
ス
プ
レ
イ

ス
マ
ー
ト
家
電

画
像
認
識
シ
ス
テ
ム

GU
I

・
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
・有
機
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

生
体
情
報
デ
バ
イ
ス
・バ
イ
オ
セ
ン
サ

有
機EL

照
明

パ
ワ
ー
半
導
体

不
揮
発
性
半
導
体

次
世
代
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ

熱
電
変
換
素
子

企業数  

＊1 企業が複数市場に該当する場合、それぞれの市場でカウントを行っている。 
＊成長市場はアスタミューゼ社が定義する 180 分類に基づく。 

vii 



viii 
 

概要図 8 研究開発型大学等発ベンチャーに関与する研究者別の特許出願数（発明者として

含まれるもの）と被引用数  

 

 
 
4. 継続的更新が可能な大学等発ベンチャーデータベースの構築（第 4 章） 

現在積極的に行われている研究開発型ベンチャー（大学等発を含む）支援施策の効果を将来

的に検証するためには、今後設立される企業の捕捉や、今回構築した研究開発型大学等発ベン

チャーの特許情報、発明者情報を更新し、それらの設立や成長状況の定点観測を行う必要があ

る。ここで、研究開発型大学等発ベンチャーの特徴として、特許出願の発明者に大学等所属研究

者が一定程度で含まれている（71.8%）特徴を踏まえ、大学等所属研究者の発明者情報を指標と

した、発明者情報からの判定による研究開発型大学等発ベンチャーの特定、及び関与研究者の

特許等の自動抽出が可能なシステムを設計したところ、87.8%（831/947）について何らかの大学等

機関との予測結果を得ることができ、そのうちの 70％程度の大学等発ベンチャーについて、正解

セットの母体大学等機関とのひも付けの再現に成功した。 
この結果より、大学等所属研究者の発明者情報を利用することで、企業名情報のみから母体

大学等とのひも付けが高精度で実施可能であることが示されたと同時に、この作成したシステムに

より、継続的にデータベースを更新し、定点観測が行える見通しを立てた。 
なお、設立間もなく特許出願が公開されていない企業、特許出願の発明者に大学等所属研究

者が関与していない研究開発型大学等発ベンチャーについては捕捉できないため、他の情報（ニ
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ュースリリース等の公開情報）をもとにした判定を補完することが今後の検討課題となるが、本ア

ルゴリズムにより大学等機関との関連性、及び特許出願を指標として、新規設立企業について大

学等発ベンチャーか否か、研究開発型か（特許出願を行っているか）否かの組合せの 4 分類を行

い、新規設立企業と大学等所属研究者に関する種々のデータを網羅的に取得することが可能と

なる（概要図 9）。 
概要図 9 アルゴリズムによる新規設立企業分類、及び網羅的な情報収集  

 

 
 
 
5. まとめ 

研究開発型大学等発ベンチャーに特化した自動更新可能なデータベースを作成し、その特徴を

明らかにした。今後はこの研究開発型大学等発ベンチャー自体の成長に関連する情報（資本金、

従業員、資金調達、M＆A 等）と、その設立、成長に関与する大学等所属研究者の情報（特許権、

論文、競争的資金）を結びつけ、年次変化を踏まえた分析を行うことで、公的資金投入による大学

等発ベンチャーを介した社会経済への影響が観測可能と考える。特許出願を指標としたアルゴリ

ズムにより研究者情報を含めて網羅的に取得することができる一方で、起業後の特許出願までに

タイムラグがある企業を即時的に捉えることが困難である為、企業の捕捉については、ニュースリ

リース等の即時公開情報をもとにした補完的な方法について導入を検討していく。加えて、現時点

では特許出願を行っていない研究開発型の大学等発ベンチャー（アプリケーション、デジタルコン

テンツ系や、ノウハウとして秘匿する企業）の存在が否定できないことから、上述のニュースリリー

ス等の即時公開情報による大学等発ベンチャー情報収集結果を踏まえながら、今回の特許出願

を指標とした研究開発型大学等発ベンチャーの定義についての妥当性を検証していく。 

＊アルゴリズムによって検出できる範囲は、特許出願の公開以降であり、設立後特許出願を行うまでのライムラグに加え、特許
出願後公開までのタイムラグがある為、新規設立企業は複数年で対象とし続ける必要がある。 

＊新規大学等発ベンチャーリストは、文部科学省  産学連携等の実施状況調査など既存のリスト作成後に収集された新規リス
ト 

＊既存の大学等発ベンチャーも、特許に係るタイムラグによる事後的な検出が予測される為、アルゴリズムの実施対象とする。 


